
令和２年９月
子供の未来応援国民運動推進事務局

子供の未来応援基金について



【平成28年度】
・児童扶養手当の多子加算額の倍増
（第2子加算額を月額5千円から最大1万円。
第３子以降の加算額を月額3千円から最大6千円へ増額）
・子どもの生活・学習支援事業開始

【平成29年度】
・給付型奨学金創設
・社会的養護自立支援事業創設

【平成30年度】
・児童扶養手当全部支給の所得制限引上げ
（全部支給所得制限限度額を年収130万円から

160万円に引き上げ）※扶養親族等の数が１人の場合
・生活保護世帯の子供の大学進学時の
進学準備給付金支給開始

政府による子供の貧困対策の実施状況

H29.12.8.
新しい経済政策
パッケージ閣議決定

H28.6.2.
ニッポン一億
総活躍プラン策定

H27.12.21.
すくすくサポート・

プロジェクト策定

R1.11.29.
子供の貧困対策に関する大綱閣議決定

R1.6.17.
子どもの貧困対策推進法改正

H26.8.29.
子供の貧困対策に関する大綱

H26.1.17.
子どもの貧困対策の推進に関する法律

＜子供の貧困に関する指標＞
・39の指標を設定（ひとり親の正規雇用割合、
食料又は衣服が買えない経験等を追加）

＜指標の改善に向けた重点施策＞
・教育の支援
・生活の安定に資するための支援
・保護者に対する職業生活の安定と向上に
資するための就労の支援

・経済的支援

＜施策の推進体制等＞
・地方公共団体の計画策定等支援
・子供の未来応援国民運動の推進

大綱のポイント

【令和２年度】
・高等教育無償化
・改正民事執行法施行

（養育費の確保に資するよう、離婚
相手の財産開示手続の実効性を向上）

【平成27年度】
・地域未来塾創設
・生活困窮世帯等の子供への学習支援事業開始
・子供の未来応援国民運動始動
・地域子供の未来応援交付金創設

【平成26年度】
・幼児教育・保育の段階的無償化
（毎年度拡大）
・高校生等奨学給付金事業 創設
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地域ネットワーク
の整備・活用

見えにくく、様々な課題を抱える、子供の貧困に対しては
総合的な取組が必要。

ＮＰＯなど団体・
公益法人など
草の根で

子供たちを支援

自治体
様々な施策・事業を
組み合わせて支援

文部科学省
厚生労働省等
・制度の企画
・予算の確保

頼れる親戚も、近隣付き合いもなく、
地域の目が届かない。

国や地方自治体の情報が届かず、
社会的に孤立しやすい。

子供・家族に貧困であるという自覚が
ないので、自分から支援を求めない。

貧困の自覚があっても、
周囲の目を気にして表に出せない。

国民
企業

地域子供の未来応援交付金

寄付・
理解

寄付・理解

内閣府

子供の未来応援基金
（子供の未来応援国民運動）

学校、福祉部門、地域住
民、ＮＰＯ等による連携

した取組が重要
子供たちに寄り添い支援す
るＮＰＯ等の役割が重要
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子供の貧困対策大綱
（抜粋）

（平成26年8月29日閣議決定）

子 供 の 貧 困 対 策 が 国 を 挙 げ て 推 進 さ れ る よ う 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 民 間 の
企 業 ・ 団 体 等 に よ るネットワークを構築し 、 各 種 支 援 情 報 等 の 収 集 ・ 提 供 や
子 供 の 貧 困 対 策 に 関 す る 優 れ た 取 組 等 に 対 す る 表 彰 事 業 の 実 施 、民間資金
を活用した支援な ど官公民の連携・協働プロジェクトを 推 進 す る 。 ま た 、 こ の
よ う な 取 組 や 既 存 の 制 度 ・ 施 策 等 に つ い て 積 極 的 に 情 報 発 信 し 、 国 民 の 幅
広 い 理 解 と 協 力 の 下 に子供の貧困対策を国民運動として展開す る 。

法律及び大綱に基づき、国民の力を結集して

全ての子供達が夢と希望をもって成長していける

社会の実現を目指し

子供の未来応援国民運動を始動

国民運動の一環で、

誰もが子供の貧困対策のために行動し、

また、民間同士が支え合える仕組みとして基金を創設

子供の未来応援基金の創設
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子供の未来応援基金を
他の財産と分別して管理

子供の未来応援基金

基金事業審査委員会
基金の使途等を審査し、

審査状況を公表することで、
透明性・公平性を確保する

福祉医療機構と相互に協力し、
PR活動や使途等に関する案作成等

草の根で支援を行うNPO等の体制を強化・
育成し、支援の量的・質的な拡充を図る。

※事務局の運営費用に基金は使用しない

企業や個人
≪国民運動推進事務局≫ 未来応援ネットワーク事業

寄付金

①事業報告

②税制優遇

内閣府・文科省・厚労省

福祉医療機構

助成金

NPO等が
公募に申請

約１３億３,８００万円（令和２年７月31日現在額）

（うち支援総額（決定）９億７,１００万円）

子供の未来応援基金（未来応援ネットワーク事業）

寄付総額

○３５２団体から申請のあった事業の中から、①計画性、
②連携とその効果、③戦略的な広報、④継続性の観点等
から審査を行い、９７団体（※）を採択することとなった。

（※）300万円以下の事業A団体と、30万円または100万円の事業B団体の合計。

○支援決定総額は約１億２,９００万円。

（※）第１回～３回は236団体を支援（支援決定総額 約７億8,900万円）。

第４回支援 （令和２年４月～令和３年３月活動分）

のべ支援団体数：353団体

○１５１団体から申請のあった事業の中から、
①事業の必要性、②計画性、③事業実績体制及び
実績の観点等から審査を行い、２０団体を採択す
ることとなった。

○支援決定総額は約５,３００万円。

○天皇陛下からの御下賜金の一部を使用。

新型コロナ緊急支援 （令和２年７月～令和３年３月活動分）
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企 業

大学等

友人
隣人

任意団体等

国、都道府県、市町村

ＮＰＯ

親類等

教育の支援、生活の支援等の各種施策

困った時の助け合い

貧困の状況にある子供等に
寄り添って草の根で支援を実施

国 民 「子どもの貧困を何とかしたい」と
思っている企業・個人等が、
基金を通じて支援団体に
協力を行っていただくことにより
民間同士がつながる。

⇒応援ネットワークの構築

養育費等

公益法人

貧困の状況にある子供たちの抱える困難やニーズは多様であるとともに、貧困であ
るという自覚がなかったり、あっても表に出さないため、実態が分かりにくい。
⇒一人ひとりに寄り添ったきめ細かな支援が難しかったり、必要な支援が届かないこともある。

○地域単位で活動する団体が多く、
当事者に身近であるため、当事
者の状況を把握しやすい。

○一人ひとりの状況に基づき、制度
の枠を越えて弾力的にニーズに
沿った支援や活動がしやすい。

○しかし、零細運営が多く、ＮＰＯ等
同士でのノウハウの共有や横展
開が不十分

子供の未来応援基金

寄付等
強化
育成

支援

貧困の状況にある
子供等

共
助

公
助

互
助
・自
助

民間資金を活用した支援が必要な理由
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子供の未来応援基金に関する活動実績

平成２８年

平成２７年

平成２８年

平成２９年

平成２７年 ４月２日 子供の未来応援国民運動 発起人集会 ※趣意書採択

８月２８日 子どもの貧困対策会議（第３回）にて、子供の未来応援国民運動推進事務局の体制について了承

１０月１日 子供の未来応援国民運動 始動

１０月１９日
子供の未来応援国民運動 発起人会議

※発起人一同より各界各層へ基金への協力を呼び掛け

平成２８年 ２～３月 経団連において各種会議を通じ、基金への協力を呼び掛け

６月２７日～７月２９日 子供の未来応援基金による支援団体の第１回公募実施

１０月２５日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等８６団体）を決定

１１月８日 子供の未来応援国民運動 一周年の集い

平成２９年 ２月１４日 経団連幹事会講演において、加藤大臣（当時）より基金への協力を呼び掛け

５月３０日 日本商工会議所において、全国の商工会議所宛てに基金への協力を呼びかける通知発出

８月３１日
子どもの貧困対策会議（第５回）にて、平成２９年１０月を目途に子供の未来応援基金管理法人を独立行政法人
福祉医療機構とすることについて了承

１０月１０月～１１月１０日 子供の未来応援基金による支援団体の第２回公募実施

平成３０年 １月１９日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等７９団体）を決定

８月７日～９月２１日 子供の未来応援基金による支援団体の第３回公募実施

平成３１年／
令和元年

１月２２日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等７１団体）を決定

８月５日～９月２０日 子供の未来応援基金による支援団体の第４回公募実施

１月２４日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等９７団体）を決定

令和２年 ６月２日～６月１５日 子供の未来応援基金による新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業公募実施

７月９日 子供の未来応援基金による支援団体（ＮＰＯ等２０団体）を決定

８月２４日～１０月２日 子供の未来応援基金による支援団体の第５回公募実施

※ 平成28年１月以降、随時事務局において広報・募金活動や民間企業等へ協力依頼を実施
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「子供の未来応援基金への御協力について」（平成２７年１０月１９日）
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○報道の一例

天皇陛下より御下賜金をいただきました。
○宮内庁HPより
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目的：小規模での活動を行う団体の運営基盤強化を図る。

少額支援枠について

事業Ａ 事業Ｂ

概要 新規又は拡充事業について活動を支援し、
団体の運営基盤の強化を図る事業。

小規模での活動を行う団体へより一層の
支援を行う事業。

対象 ア 公益法人
（公益社団法人又は公益財団法人）

イ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）
ウ 一般法人

（一般社団法人又は一般財団法人）
エ その他ボランティア団体、町内会など

非営利かつ公益に資する活動を行う
法人又は任意団体

左記に加え、

これまで基金による支援を受けたことがな

く（第4回未来応援ネットワーク事業Ｂを除

く）、設立後５年以内又は新規事業・実施

後間もない事業を行う団体

支援金額 上限３００万円 ３０万円 or １００万円

支援回数 原則３回まで
※次回以降、Ｂ事業への申請は不可

原則３回まで
※次回以降事業Ａに移行する場合は両事業を
合わせて原則３回まで
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※上記は御支援いただいた企業様の一部です。その他にもたくさんの企業様から御支援をいただいています。

企業からの御支援
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■楽天グループは、「寄付月間」の公式
認定企画として、インターネット募金
サービス「楽天クラッチ募金」を通じて、
楽天ポイント等による基金への寄付受付
を実施。

実施期間／平成29年12月１日～12月28日
平成30年11月30日～平成31年１月10日

ポイントプログラムの寄付メニュー

■（株）ＮＴＴドコモは、ポイントプログラム
「ｄポイントクラブ」の利用メニューに、
基金への寄付メニューを創設。
(平成28年１月～)

企業等による特性を活かした子供の未来応援基金への御協力①

店舗などに募金箱を設置

■（株）イトーヨーカ堂は、全店舗の会計
レジに募金箱を設置。
平成30年から、（株）セブン＆アイ・フード
システムズにも拡大して実施。（デニーズ
全店舗とファミールの一部店舗）

実施期間／平成28年３月１日～４月14日

平成29年３月１日～５月31日
平成30年３月１日～５月31日
平成31年３月１日～５月31日
令和２年３月１日～４月16日

従業員参加型のＣＳＲ活動による寄付
■日清食品ホールディングス（株）は、従
業員参加型のＣＳＲ活動を実施し、参加
費相当額を基金に寄付。

実施期間／平成28年４月～９月
平成28年12月～平成29年４月
平成29年12月～平成30年７月
平成30年６月８日

店頭ポスター

利用メニュー画面

寄付月間バナー

第22弾「はたら着かた改革NISSIN BAZAAR」

■タマホーム（株）は全店舗に募金箱と
ポスターを通年設置。
（平成28年６月～）

■（株）すかいらーくホールディングスは
平成31年４月から全国の約3,000店舗の
会計レジに募金箱を通年設置。

ガスト店頭 バーミヤン店頭
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こどものみらい古本募金チラシ

■古本による寄付のしくみ「こどものみらい古本募金」（平成28年11月～）

読み終えた本等を、提携会社（株）バリューブックス宛てに送ると（合計５点から送料無料） 、
買取金額が基金に全額寄付される。
対象商品 ： 本、ＤＶＤ、ＣＤアルバム等

■物品による寄付のしくみ「子供の未来応援お宝エイド」（平成28年12月～）

不要になった物品を、提携会社TMコミュニケーションサービス（株）宛てに送ると（送料無料）、
買取金額に10％上乗せした金額が基金に寄付される。
対象商品 ： 切手、はがき、貴金属、ゲームソフト、楽器等

■子供服による寄付のしくみ「こども服みらいファンド」（平成29年10月～）

着られなくなった子供服を提携会社（株）キャリーオンに送ると（送料は寄付者負担）、
買取金額が基金に全額寄付される。10点以上から寄付可能。

対象商品：新生児～140サイズまでの子供服 ※一部量販店商品のブランドは除く

本業を活かした寄付の仕組みを創設

子供の未来応援お宝エイドチラシ

企業等による特性を活かした子供の未来応援基金への御協力②
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〇子供を社会全体で応援する機運を高め、子供の貧困対策が国を挙げて
推進されるようにするための官公民の連携・協働プロジェクト。

子供の未来応援国民運動

子供の未来応援基金

ＮＰＯ等とその活動を支援する企業等とのマッチング事業

国民への広報・啓発活動、地域における交流・連携事業の展開

子供の貧困対策が国を挙げて推進されるよう、「子供の未来応援国民運動」を通じ、国、地方公共団体、民間の企業・団体

等によるネットワークを構築し、地方公共団体における取組や民間団体の支援活動の情報等の収集・提供や、子供の未来応援

基金を通じた支援、民間企業と支援を必要とする民間団体のマッチング等、官公民の連携・協働プロジェクトを推進する。

また、このような取組について積極的に情報発信し、国民の幅広い理解の下、子供を社会全体で支援する機運を高めていく。

子供の貧困対策に関する大綱（R元.11閣議決定）

・企業や個人からの寄付金を通じて、子供たちに寄り添った活動を実施する民間団体を支援。

・全国的なネットワークを有する団体と連携し、企業等からの「モノ」「場所」「体験」の
提供等の寄付先を調整。

・ホームページ、SNS等を通じた情報発信と普及啓発。
・地域の企業、民間団体、行政等が一同に会するフォーラムの開催。

※子供の貧困対策大綱（H26.８閣議決定）に基づき、H27.４発起人集会を開催。同年10月から運動開始。
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子供たちを草の根で支援する団体や、子供の貧困対策に取り組む企業、自治体など、子供の貧困
対策に関わる様々な主体が情報を共有し、ネットワークを構築することを後押しすることを目指
し、全国4か所で開催。各会場ともフォーラム終了後に、登壇者と来場者による自由交流を実施。

子供の未来応援フォーラム

政府からの現状説明（R1鳥取）

活動発表と質疑（R1富山） 自由交流会（R1東京）

有識者による講演（R1徳島）
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最後まで御清聴いただき
ありがとうございました。
たくさんのご応募を
お待ちしております！
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